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条  例  案  の  概  要 

議案第２号 幸手市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条

例 

１ 内  容 

  新型コロナウイルス感染症から市民等の生命及び健康を保護するため

に行われた措置に係る作業に従事した職員に、防疫作業手当の特例とし

て同手当を次のとおり支給するもの  

支給対象業務 防疫作業手当の額 

新型コロナウイルス感染症の患者

若しくはその疑いのある者に接し

て行う作業又はこれに準ずる作業

であって、市長が認めるもの 

１日につき１，０００円 

上記作業のうち、新型コロナウイ

ルス感染症の患者又はその疑いの

ある者の身体に接触して長時間に

わたり行う作業 

１日につき１，５００円 

（附則第２項及び第３項関係） 

２ 施行期日等 

公布の日（令和３年２月４日から適用） 

 

議案第３号 幸手市重度心身障害者医療費支給に関する条例の一部を改正

する条例 

１ 内  容 

  医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一

部を改正する法律（令和元年法律第９号）が施行され、医療保険各法に

おいて、被保険者等の電子資格確認（個人番号カードのＩＣチップ等に

よりオンラインで医療保険の被保険者等の資格を確認すること。）の仕組

みが法定化されたことに伴う所要の改正 
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保険医療機関等で被保険者等又は被扶養者の電子資格確認が導入され

ることから、受給者は、受給者証の提示の際に、電子資格確認等により

加入している医療保険の被保険者等又は被扶養者であることの確認を受

ける規定を整備するもの 

（第７条関係） 

２ 施行期日 

  公布の日 

 

議案第４号 幸手市介護保険条例の一部を改正する条例 

１ 内  容 

  第８期介護保険事業計画期間（令和３年度から令和５年度まで）にお

ける介護用品の市町村特別給付及び第１号被保険者の介護保険料率に関

する規定の整備 

(1) 市町村特別給付の実施 

要介護者等に対する介護用品（紙おむつ）の支給については、地域

支援事業の任意事業として実施してきたが、令和３年４月１日から要介

護３、４及び５の者のうち、市民税が課税されている新規及び既存支給

利用者（所得段階第６～９段階の者）が地域支援事業の支給対象外とさ

れたことに伴い、介護保険法（平成９年法律第１２３号）第６２条の市

町村特別給付として、当該支給対象外となる者に対し継続して介護用品

（紙おむつ）の支給を実施するもの 

（第２条の２関係） 

(2) 保険料率の改正 

ア 第８期介護保険事業計画において設定した保険料率を次のように定

めるもの 

(ｱ) 所得段階第１段階 ２５，４００円 

        ※改正第５項の減額賦課規定により１４，１００円 

(ｲ)  所得段階第２段階 ３３，９００円 

※改正第６項の減額賦課規定により１９，８００円 

(ｳ) 所得段階第３段階 ３９，６００円 
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※改正第７項の減額賦課規定により３６，７００円 

(ｴ) 所得段階第４段階 ５０，９００円 

(ｵ) 所得段階第５段階 ５６，６００円（基準額） 

(ｶ) 所得段階第６段階 ６７，９００円 

(ｷ) 所得段階第７段階 ７３，５００円 

(ｸ) 所得段階第８段階 ８４，９００円 

(ｹ) 所得段階第９段階 ９６，２００円 

イ 介護保険法施行令（平成１０年政令第４１２号）第３９条で規定す

る所得段階の判定基準となる前年の合計所得金額を次のように定める

もの    

(ｱ) 所得段階第６段階 １２０万円未満 

(ｲ) 所得段階第７段階 ２１０万円未満 

(ｳ) 所得段階第８段階 ３２０万円未満 

（第３条関係） 

２ 施行期日等 

(1) 施行期日 

令和３年４月１日 

(2) 経過措置 

改正後の第３条の規定は、令和３年度分の保険料から適用し、令和

２年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。 

 

議案第５号 幸手市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基

準等を定める条例の一部を改正する条例 

１ 内  容 

  指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準（平成１１年

厚生省令第３８号）の一部改正に伴う必要な規定の整備その他所要の改

正 

(1) 高齢者虐待防止の推進に関する規定の整備 

利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、虐待の発生又はその再

発を防止するための委員会の開催、指針の整備、研修を実施するとと

もに、これらの措置を適切に実施するための担当者を置くこと等を義
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務付ける規定を定めるもの 

（第３条第５項、第２１条第６号及び第３０条の２関係） 

(2)  生活援助の訪問回数の多い利用者等への対応に関する規定の整備 

区分支給限度基準額の利用割合が高く、かつ、訪問介護が利用サー

ビスの大部分を占める等のケアプランを作成する居宅介護支援事業者

を事業所単位で抽出するといった点検・検証の仕組みを導入する規定

を定めるもの 

（第１６条第１８号の３関係） 

(3) 業務継続に向けた取組の強化に関する規定の整備 

感染症や災害が発生した場合においても、利用者に対し必要な介護

サービスが継続的に提供できる体制を構築するため、業務継続に向け

た計画等の策定、研修の実施、訓練の実施等を義務付ける規定を定め

るもの 

（第２２条の２関係） 

 (4) 感染症対策の強化に関する規定の整備 

感染症の発生及びまん延等に関する取組の徹底を求めるため、感染

症の予防及びまん延を防止するための対策を検討する委員会の開催、

指針の整備、研修の実施、訓練の実施を義務付ける規定を定めるもの 

（第２４条の２関係） 

 (5) 記録の保存等に関する規定の整備 

介護サービス事業者の業務負担軽減及び利用者の利便性向上のた

め、介護サービス事業者における諸記録の保存、交付等について、原

則として電磁的な対応を認めることとし、その範囲を明確化する規定

及びケアプランや重要事項説明書等に係る利用者等への説明、同意等

のうち、書面で行うものについて、電磁的記録による対応を原則認め

ることとする規定を定めるもの 

（第３４条関係） 

 (6) その他指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準の一

部改正に伴う所要の改正 

２ 施行期日等 

(1) 施行期日 

令和３年４月１日。ただし、上記内容１(2)の改正規定は、令和３年
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１０月１日から施行する。 

(2) 経過措置 

この条例の施行の日から令和６年３月３１日までの間、虐待の防

止、業務継続計画の策定等、居宅サービス事業者等における感染症の

予防及びまん延の防止のための措置について、それぞれの規定におけ

る義務付けを努力義務とする経過措置を設けるもの 

 

議案第６号 幸手市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営

に関する基準を定める条例の一部を改正する条例 

１ 内  容 

  指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準

（平成１８年厚生労働省令第３４号）の一部改正に伴う必要な規定の整

備その他所要の改正 

(1) 全てのサービスに共通するもの 

ア 高齢者虐待防止の推進に関する規定の整備 

利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、虐待の発生又はその再

発を防止するための委員会の開催、指針の整備、研修を実施するとと

もに、これらの措置を適切に実施するための担当者を置くこと等を義

務付ける規定を定めるもの 

（第３条第３項、第３１条第８号、第４０条の２、第５５条第８ 

号、第５９条の１２第１０号、第５９条の３４第９号、第７３条第

１０号、第１００条第１０号、第１２２条第７号、第１４５条第９

号、第１６８条第８号及び第１８６条第９号関係） 

イ 認知症介護基礎研修の受講の義務付けに関する規定の整備 

介護従業者の認知症対応力を向上させるため、介護サービス事業者

に、介護従業者（看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員等

の医療及び福祉関係の有資格者を除く。）に対し、認知症介護に係る

基礎的な研修を受講させる義務付けをする規定を定めるもの  

（第５９条の１３第３項、第１２３条第３項、第１４６条第４項、第

１６９条第３項及び第１８７条第４項関係） 

ウ 業務継続に向けた取組の強化に関する規定の整備 
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感染症や災害が発生した場合においても、利用者に対し必要な介護

サービスが継続的に提供できる体制を構築するため、業務継続に向け

た計画等の策定、研修の実施、訓練の実施等を義務付ける規定を定め

るもの 

（第３２条の２関係） 

 エ 感染症対策の強化に関する規定の整備 

感染症の発生及びまん延等に関する取組の徹底を求めるため、感染

症の予防及びまん延を防止するための対策を検討する委員会の開催、

指針の整備、研修の実施、訓練の実施を義務付ける規定を定めるもの 

   （第３３条第３項、第５９条の１６第２項及び第１７１条第２項関係） 

 オ 記録の保存等に関する規定の整備 

介護サービス事業者の業務負担軽減及び利用者の利便性向上のた

め、介護サービス事業者における諸記録の保存、交付等について、原

則として電磁的な対応を認めることとし、その範囲を明確化する規定

及びケアプランや重要事項説明書等に係る利用者等への説明、同意等

のうち、書面で行うものについて、電磁的記録による対応を原則認め

ることとする規定を定めるもの 

（第２０３条関係） 

 (2) 指定地域密着型介護老人福祉施設に関するもの 

  ア 栄養ケア・マネジメントの充実に関する規定の整備 

栄養ケア・マネジメントを基本サービスとして行うため、栄養士又

は管理栄養士の配置を求めるとともに、入所者の状態に応じた栄養管

理を計画的に行うことを義務付ける規定を定めるもの 

（第１５１条第１項及び第１６３条の２関係） 

  イ 口腔衛生管理に関する規定の整備 

入所者の状態に応じた口腔衛生の管理を計画的に行うことを義務付

ける規定を定めるもの 

（第１６３条の３関係） 

  ウ ユニット型施設の勤務体制に関する規定の整備 

ユニット型施設について、夜間及び深夜を含めた介護及び看護職員

の配置実態を勘案して１ユニットの定員を原則としておおむね１０人

以下とし、１５人を超えないものとする規定を定めるもの 
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（第１８０条第１項第１号関係） 

 (3) その他指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関す

る基準の一部改正に伴う所要の改正 

２ 施行期日等 

(1) 施行期日 

令和３年４月１日 

 (2) 経過措置 

  ア この条例の施行の日から令和６年３月３１日までの間、虐待の防

止、業務継続計画の策定等、居宅サービス事業者等における感染症の

予防及びまん延の防止のための措置、認知症に係る基礎的な研修の受

講、栄養管理、口腔衛生の管理、介護保険施設等における感染症の予

防及びまん延の防止のための訓練について、それぞれの規定における

義務付けを努力義務とする経過措置を設けるもの 

  イ この条例の施行の日から起算して６月を経過する日までの間、事故

発生の防止及び発生時の対応についての規定における義務付けの一部

を努力義務とする経過措置を設けるもの 

  ウ この条例の施行の日以降、当分の間、入居定員が１０人を超えるユ

ニットを整備するユニット型指定介護老人福祉施設について、介護職

員並びに看護師及び准看護師の配置の実態を勘案して職員を配置する

努力義務とし、この条例の施行の際現に存する建物の居室について、

改正前のユニットに属さない居室の改修に係る規定の要件を満たして

いるものは、なお従前の例によるものとする経過措置を設けるもの  

 

議案第７号 幸手市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定

介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法

に関する基準を定める条例の一部を改正する条例 

１ 内  容 

  指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等

に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準（平成１８年

厚生労働省令第３７号）の一部改正に伴う必要な規定の整備その他所要

の改正 
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(1) 高齢者虐待防止の推進に関する規定の整備 

利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、虐待の発生又はその再

発を防止するための委員会の開催、指針の整備、研修を実施するとと

もに、これらの措置を適切に実施するための担当者を置くこと等を義

務付ける規定を定めるもの 

（第３条第５項、第２０条第６号及び第２９条の２関係） 

(2) 業務継続に向けた取組の強化に関する規定の整備 

感染症や災害が発生した場合においても、利用者に対し必要な介護

サービスが継続的に提供できる体制を構築するため、業務継続に向け

た計画等の策定、研修の実施、訓練の実施等を義務付ける規定を定め

るもの 

（第２１条の２関係） 

 (3) 感染症対策の強化に関する規定の整備 

感染症の発生及びまん延等に関する取組の徹底を求めるため、感染

症の予防及びまん延を防止するための対策を検討する委員会の開催、

指針の整備、研修の実施、訓練の実施を義務付ける規定を定めるもの 

（第２３条の２関係） 

 (4) 記録の保存等に関する規定の整備 

介護サービス事業者の業務負担軽減及び利用者の利便性向上のた

め、介護サービス事業者における諸記録の保存、交付等について、原

則として電磁的な対応を認めることとし、その範囲を明確化する規定

及びケアプランや重要事項説明書等に係る利用者等への説明、同意等

のうち、書面で行うものについて、電磁的記録による対応を原則認め

ることとする規定を定めるもの 

（第３６条関係） 

 (5) その他指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予

防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準の

一部改正に伴う所要の改正 

２ 施行期日等 

(1)  施行期日 

令和３年４月１日 



- 9 - 

(2) 経過措置 

この条例の施行の日から令和６年３月３１日までの間、虐待の防

止、業務継続計画の策定等、居宅サービス事業者等における感染症の

予防及びまん延の防止のための措置について、それぞれの規定におけ

る義務付けを努力義務とする経過措置を設けるもの 

 

議案第８号 幸手市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備

及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護

予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例

の一部を改正する条例 

１ 内  容 

  指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに

指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援

の方法に関する基準（平成１８年厚生労働省令第３６号）の一部改正に

伴う必要な規定の整備その他所要の改正 

(1) 高齢者虐待防止の推進に関する規定の整備 

利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、虐待の発生又はその再

発を防止するための委員会の開催、指針の整備、研修を実施するとと

もに、これらの措置を適切に実施するための担当者を置くこと等を義

務付ける規定を定めるもの 

（第３条第３項、第２７条第１０号、第３７条の２、第５７条第１０ 

号及び第８０条第７号関係） 

(2) 認知症介護基礎研修の受講の義務付けに関する規定の整備 

介護従業者の認知症対応力を向上させるため、介護サービス事業者

に、介護従業者（看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員等

の医療及び福祉関係の有資格者を除く。）に対し、認知症介護に係る基

礎的な研修を受講させる義務付けをする規定を定めるもの  

（第２８条第３項及び第８１条第３項関係） 

(3) 業務継続に向けた取組の強化に関する規定の整備 

感染症や災害が発生した場合においても、利用者に対し必要な介護

サービスが継続的に提供できる体制を構築するため、業務継続に向け

た計画等の策定、研修の実施、訓練の実施等を義務付ける規定を定め
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るもの 

（第２８条の２関係） 

 (4) 感染症対策の強化に関する規定の整備 

感染症の発生及びまん延等に関する取組の徹底を求めるため、感染

症の予防及びまん延を防止するための対策を検討する委員会の開催、

指針の整備、研修の実施、訓練の実施を義務付ける規定を定めるもの 

（第３１条第２項関係） 

 (5) 記録の保存等に関する規定の整備 

介護サービス事業者の業務負担軽減及び利用者の利便性向上のた

め、介護サービス事業者における諸記録の保存、交付等について、原

則として電磁的な対応を認めることとし、その範囲を明確化する規定

及びケアプランや重要事項説明書等に係る利用者等への説明、同意等

のうち、書面で行うものについて、電磁的記録による対応を原則認め

ることとする規定を定めるもの 

（第９１条関係） 

 (6) その他指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運

営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効

果的な支援の方法に関する基準の一部改正に伴う所要の改正 

２ 施行期日等 

(1) 施行期日 

令和３年４月１日 

(2) 経過措置 

この条例の施行の日から令和６年３月３１日までの間、虐待の防

止、業務継続計画の策定等、居宅サービス事業者等における感染症の

予防及びまん延の防止のための措置、認知症に係る基礎的な研修の受

講について、それぞれの規定における義務付けを努力義務とする経過

措置を設けるもの 
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議案第９号 幸手市手数料条例の一部を改正する条例 

１ 内  容 

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律（平成２７年法律第５

３号）等の一部改正に伴う所要の改正 

  建築物エネルギー消費性能基準（省エネ基準）適合義務の対象となる特

定建築物の規模の見直しに伴う規定の整備 

(1) 建築物エネルギー消費性能適合性判定手数料の新設 

   令和３年４月１日から省エネ基準への適合を建築確認の要件とする

特定建築物の規模の見直しに伴い、新たに建築物エネルギー消費性能

適合性判定を行うことになることから、当該適合性判定事務（床面積 

の合計が５００㎡以内の建築物における新築、増築又は改築に限る。）

に係る手数料を定めるもの 

(2) 建築物エネルギー消費性能確保計画軽微変更該当証明書交付申請手

数料の新設 

 建築主は、適合性判定を受けた計画に変更が生じ、その変更後も省

エネ基準に適合することが明らかな場合については、完了検査申請時

に軽微な変更に関する証明書を添付する必要があることから、建築主

の申請により交付する軽微変更該当証明書の交付の審査事務に係る手

数料を定めるもの 

(3) 国が示す省エネ適合性判定等の審査時間の区分の細分化に伴う手数

料の金額の見直し 

(4) 引用条項その他所要の改正 

（別表関係） 

２ 施行期日 

令和３年４月１日 

 

 


